
岐阜県多胎児出生時
支援金のご案内

受 付
開 始 令和７年７月中旬開始予定

岐阜県子ども・女性部子育て支援課

令和７年度新規事業

双子や三つ子などの多胎児を出産した方の負担軽減を図る
ための支援金給付を開始します

支 給
対 象

令和７年４月１日以降に生まれた多胎児

支 給
額

多胎児一人当たり１０万円

対象児を出産した母又は配偶者で、出生時に岐阜県内に対象児と同一の住所を有す
る者

①支給対象者

②対象児

令和７年４月１日以降に生まれた多胎児で出生時に岐阜県内に住所を有する者

③募集方法

７月中旬頃募集開始予定
詳細が決まり次第、岐阜県ホームページに掲載します

予定情報
募集時には内容が一部変更となる
場合があります。最新情報は県HP

で確認を！

④問い合わせ先

岐阜県子ども・女性部子育て支援課母子保健係
TEL:058-272-8477 E-mail:c11236@pref.gifu.lg.jp
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